
矢板市空家等活用支援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、矢板市内における空き家の利活用を図り、もって地域コミュ

ニティの維持及び再生の用途に資することにより、地域の活性化、子育て環境の

整備、本市への移住及び定住を促進するため、空き家住宅を取得し、移住及び定

住をする者に対して、当該住宅の改修費用の一部を補助するため、矢板市空家等

活用支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、矢板市補

助金等交付規則（平成１４年矢板市規則第１８号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。 

⑴ 空き家住宅 矢板市空き家バンク制度により登録された住宅をいう。 

⑵ 移住 矢板市以外の区域から矢板市内に住所を移すことをいう。 

⑶ 定住 矢板市の住民基本台帳に登録され、かつ、継続して居住することをい

う。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

⑴ 空き家住宅を取得したこと。 

⑵ 取得した空き家住宅に移住し、かつ、当該空き家住宅に１０年以上定住する

ことを誓約すること。 

⑶ 取得した空き家住宅に入居する世帯員（当該世帯員となる予定の者を含む。）

が２名以上であること。 

⑷ 市区町村が賦課する税に滞納がないこと。 



⑸ 空き家住宅の従前の所有者が３親等内の親族でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交

付しないものとする。 

⑴ 公共工事に伴う移転によるとき。 

⑵ ２以上の者が共同して空き家住宅を取得した場合にあっては、これらの者の

いずれかがこの補助金、矢板市やいたぐらし応援補助金、矢板市結婚新生活支

援事業補助金又は矢板市木造住宅耐震改修等補助金の交付決定を受けていると

き。 

⑶ 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が矢板市やい

たぐらし応援補助金、矢板市結婚新生活支援事業補助金又は矢板市木造住宅耐

震改修等補助金の交付決定を受けているとき。 

⑷ その他補助することが適当でないと認められるとき。 

（補助対象工事） 

第４条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、取得した空

き家住宅に対して行う改修、増築又は改築に係る工事で、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

⑴ 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上を目的に行う主要構造部、居室、

台所、浴室、トイレその他生活するために必要な部分に係る工事であること。 

⑵ 市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業

主が実施する工事であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工

事から除くものとする。 

⑴ 国、県又は市が実施している他の制度による補助金等の対象経費に含まれ

る工事 



⑵ 併用住宅にあっては、事業の用に供する部分の工事 

（補助金の額等） 

第５条 補助対象経費、補助率及び補助金の額の上限は、別表のとおりとする。 

（補助金の交付回数） 

第６条 補助金の交付は、同一人に対して１回限りとする。 

（補助金の申請） 

第７条 申請者は、矢板市空家等活用支援補助金交付申請書（別記様式第１号。以

下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

⑴ 定住誓約書（別記様式第２号） 

⑵ 市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類 

⑶ 空き家住宅の売買契約書の写し 

⑷ 建物の平面図及び位置図 

⑸ 改修前の空き家住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真 

⑹ 空き家住宅の改修工事に係る明細書及び見積書の写し 

２ 補助金交付申請の期限は、空き家住宅の売買契約を締結した日から１年以内と

する。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、申請書の内容を審査し、その結果及び補助金の交付額について、

矢板市空家等活用支援補助金交付決定通知書（別記様式第３号。以下「交付決定

通知書」という。）により申請者に通知するものとする。この場合において、市

長は必要な条件を付すことができる。 

（変更申請等） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、第７条の申請内



容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに矢板市空家等活用支援補

助金変更交付申請書（別記様式第４号）に当該変更に係る書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の

交付の可否を決定し、適当と認めたときは矢板市空家等活用支援補助金変更決定

通知書（別記様式第５号）を当該申請者に通知するものとする。 

（工事の着手） 

第１０条 申請者は、交付の決定を受けた日から６０日以内に補助対象工事に着手

しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

 （完了報告） 

第１１条 申請者は、矢板市空家等活用支援補助金完了報告書（別記様式第６号。

以下「完了報告書」という。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 空き家住宅に移住後の世帯全員の住民票の写し（発行から３ヶ月以内のもの

に限る。） 

⑵ 建物の登記事項証明書の写し 

⑶ 工事請負契約書の写し 

⑷ 改修後の空き家住宅の工事施工箇所の写真 

⑸ 空き家住宅の改修工事に係る明細書及び領収書の写し 

２ 補助金完了報告の期限は、空き家住宅の改修が完了した日から１月を経過した

日又は交付の決定を受けた日の属する年度の２月末日のいずれか早い日とする。 

（補助金の請求） 

第１２条 申請者は、矢板市空家等活用支援補助金交付請求書（別記様式第７号）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 



⑴ 交付決定通知書の写し 

⑵ 振込を希望する口座の通帳の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

⑴ 不正な手段等により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 正当な事由がなく、取得した空き家住宅の所在地に住所を異動した日から 

 １０年を経過することなく矢板市から転出し、又はその住宅を第三者へ譲渡し

たとき。 

⑶ 指定の期日までに完了報告書を提出できないとき。 

⑷ 完了報告の時点で世帯員が２名以上とならないとき。 

⑸ その他市長が相当の事由があると認めるとき。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合には、

交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特

別の事情があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することが

できる。 

 （補助金の交付対象の特例に係る読替え） 

第１５条 補助金の交付対象者が、申請年度の４月１日時点で１８歳未満の子と同

居する世帯又は申請年度の４月１日時点で夫婦のいずれかが３９歳以下である世

帯（以下「子育て世帯等」という。）であった場合における第２条第１号、第３

条第１項第２号及び第１１条第１項第１号の規定の適用については、第２条第１



号中「矢板市空き家バンク制度」とあるのは「栃木県空き家バンク及び矢板市空

き家バンク制度」と、第３条第１項第２号中「移住し」とあるのは「移住し、又

は転居し、」と、第１１条第１項第１号中「移住」とあるのは「移住又は転居」

と読み替えるものとする。 

（委任）  

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１５条の読替規定は、この要綱の施行の日以降に空き家住宅を取得

した子育て世帯等に適用するものとし、同日前に空き家住宅を取得した子育て世

帯等については、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費及び補助率 所在地域 上限額 

補助対象工事に要する

経費の２分の１の額（子

育て世帯等にあっては、

矢板市やいたぐらし応援

補助金交付要綱別表に定め

る特定地域加算の対象地域 

５０万円（子育て

世帯等にあって

は、１００万円） 



３分の２の額）。ただ

し、１，０００円未満の

端数があるときは、これ

を切り捨てるものとす

る。 

その他の地域 

３０万円（子育て

世帯等にあって

は、６０万円） 

 


